
資料３

●保健医療に関する意識調査設問（案）

令和６年度案 備　考

Ⅰ　あなた自身のことについておたずねします。

問１　あなたの性別について、お答えください。（１つに○） 修正

１．男性　２．女性　３．その他　４．答えたくない

問２　あなたの満年齢について、お答えください。（１つに○）

１．２０～２９歳　２．３０～３９歳　３．４０～４９歳　４．５０～５９歳

５．６０～６４歳　６．６５～６９歳　７．７０～７４歳　８．７５歳以上

問３　あなたのご職業は、次のどれにあたりますか。（主なもの１つに○） 修正

１．経営者、会社役員　２．会社員　３．公務員（教職員を除く）　４．教職員

５．契約社員、派遣社員　６．パート、アルバイト　７．医療従事者　８．学生

９．家事専業・無職

10．その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

問４　あなたの世帯の１年間の収入は、どれにあたりますか。（１つに○） 新規

１．100万円未満　２．100～200万円未満　３．200～300万円未満　４．300～400万円未満

５．400～500万円未満　６．500～600万円未満　７．600～700万円未満　８．700～800万円未満

９．800～900万円未満　10．900～1,000万円未満　11．1,000万円以上　12．わからない・回答したくな

い

問５　あなたの家族構成は、次のどれにあたりますか。（１つに○）

１．夫婦のみ　２．二世代世帯（親と子）　３．三世代世帯（親と子と孫）４．単身世帯

５．その他（　　　　　　　　　　　　　　　 ）

問５－１　同居のご家族に次に該当する方はいますか。（○はいくつでも）

１．就学前（０～５歳）　２．小学生　３．中学生　４．高校生

５．６５～７４歳　６．７５歳以上　　７．いない

問６　あなたのお住まいは、次のどちらの地区ですか。（１つに○）

※送付しました封筒あて名の右上に表示されています。

１．第１地区　２．第２地区　３．第３地区　４．第４地区　５．第５地区　６．第６地区

７．第７地区　８．第８地区　９．第９地区　10．第１０地区　11．第１１地区　12．芳野地区

13．古谷地区　14．南古谷地区　15．高階地区　16．福原地区　17．山田地区　18．名細地区

19．霞ケ関地区　20．川鶴地区　21．霞ケ関北地区　22．大東地区

問７　あなたの現住所での居住期間は、次のどれにあたりますか。（１つに○）

１．1年未満　２．１年以上５年未満　３．５年以上１０年未満　４．１０年以上２０年未満

５．２０年以上

問８　あなたがご加入の医療保険等の種類は、次のどれにあたりますか。（１つに○）

１．国民健康保険（市町村国保、組合国保）　２．後期高齢者医療

３．被用者保険（協会健保・組合健保、共済など）

４．その他（　　　　　　　　　　　　　　　）
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Ⅱ　自殺対策・性感染症予防についておたずねします

問９　市に生活（こころと体、家庭、法律、くらしなど）に関する様々な相談窓口があることを知っています

か。（１つに○）
新規

１．知っている　２．知らない

問１０　川越市の自殺対策の取組として、知っているものをお答えください。（○はいくつでも） 新規

１．ポスターの掲示　２．リーフレットの配布　３．広報紙への掲載　４．のぼり・看板の設置

５．ホームページ・SNSでの発信　６．ティッシュ等啓発グッズの配布　７．横断幕の掲出

８．メンタルヘルス講演会・ゲートキーパー養成研修の開催　９．鉄道キャンペーンの実施（３月・９月）

１０．その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

１１．知らない

問１１　あなたはエイズや性感染症※の予防方法を知っていますか。（１つに○） 新規

１．知っている　２．知らない

※性的接触や性行為により、人から人へ感染する病気を「性感染症(STIまたはSTD)」と言います。

問１２　あなたは、川越市保健所においてエイズや性感染症の検査を匿名で受けることができることを知って

いますか。（１つに○）
新規

１．知っている　２．知らない

Ⅲ　特定健康診査・特定保健指導についておたずねします。

問１３　あなたは、特定健康診査を知っていますか。（１つに○） 新規

１．言葉も内容も知っている

２．言葉は聞いたことがある

３．聞いたことがない

問１４　あなたは、令和５年度に特定健康診査を受診しましたか。（１つに○） 新規

１．受診した⇒【問１５へ】

２．受診していない⇒【問１４－１へ】

【問１４で「２．受診していない」を選んだ方におたずねします。】

問１４－１　あなたが特定健康診査を受診しないのはなぜですか。（１つに○） 新規

１．通院中で、日頃から検査を受けているから

２．健康面に問題がなく、必要性を感じないから

３．忙しくて受診できないから

４．申し込み手続きがわからない、面倒くさいから

５．その他（　　　　　　　　　　　　　　）

問１５　あなたは、特定保健指導を知っていますか。（１つに○） 新規

１．言葉も内容も知っている

２．言葉は聞いたことがある

３．聞いたことがない
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問１６　あなたは、令和５年度に特定保健指導を利用しましたか。（１つに○） 新規

１．利用した⇒【問１７へ】

２．利用していない⇒【問１６－１へ】

【問１６で「２．利用していない」を選んだ方におたずねします。】

問１６－１　あなたが特定保健指導を利用しないのはなぜですか。（１つに○） 新規

１．自分で改善できるから

２．忙しくて利用できないから

３．申し込み手続きがわからない、面倒くさいから

４．その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

Ⅳ　ジェネリック医薬品等についておたずねします。

問１７　あなたは、医療機関・薬局に行く際に、お薬手帳（アプリを含む）を持参していますか。(１つに〇) 修正

１．常に持参している　２．たまに持参している

３．あまり持参していない　４．持っているが持参していない

５．お薬手帳は持っていない

問１８　あなたは、医療機関から処方された薬を飲み残したことがありますか。（１つに〇) 新規

１．ない

２．飲み残しがあるので、かかりつけ医師や薬剤師に相談して、調整してもらっている

３．飲み残しがあるが、相談はせず、毎回同じ量をもらっている

問１９　ジェネリック医薬品（後発医薬品）※の服用についておたずねします。（１つに○） 新規

１．ジェネリック医薬品を服用しており（服用したことがあり）、今後も服用を希望する

２．ジェネリック医薬品を服用していないが（服用したことがないが）、今後は服用を希望する

３．ジェネリック医薬品を服用しているが（服用したことがあるが）、今後は服用を希望しない

４．ジェネリック医薬品を服用しておらず（服用したことがなく）、今後も服用を希望しない

５．わからない

６．ジェネリック医薬品を知らない

※ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬(先発医薬品)の特許が切れた後に製造販売される、新薬と同一の有

効成分を同一量含み、同一の効能・効果を持つ医薬品のことです。

【問１９で「３．ジェネリック医薬品を服用しているが（服用したことがあるが）、今後は服用を希望しな

い」または「ジェネリック医薬品を服用しておらず（服用したことがなく）、今後も服用を希望しない」と答

えた方におたずねします。】

問１９－１　あなたがジェネリック医薬品を希望しない理由について教えてください。（○はいくつでも） 新規

１．これまで服用していた薬を変更することへの不安が大きい

２．これまで服用していた薬の方が効果が高いと思う

３．ジェネリック医薬品は安く、信用できない

４．ジェネリック医薬品の使用をすすめられたことがない

５．その他（　　　　　　　　　　　　　　　）
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Ⅴ　医療情報の認知度についておたずねします。

問２０　あなたは、厚生労働省が運用している「医療情報ネット（ナビイ）」※を知っていますか。（１つに

○）
新規

１．知っている　２．知らない

※「医療情報ネット（ナビイ）」は、医療機関の診療日や診療科目、対応可能な疾患・治療内容等を検索でき

るシステムです。

問２１　あなたはすこやかマップ※を知っていますか。（１つに○） 新規

１．知っている　２．知らない

※市内の医療機関等の情報を掲載した「すこやかマップ（川越市医療マップ）」を、市役所の窓口や市公式

ホームページ等で公開しています。

問２２　あなたは、病気や医療に関する情報を主に何から得ていますか。（主なもの３つまで○）

１．テレビ、ラジオ　　２．新聞　　３．雑誌、本　４．病院、診療所　５．家族、友人・知人、近所

６．インターネット（ＳＮＳ含む）　７．市・県などの広報紙　８．保健所、総合保健センター

９．その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

１０．特にない

問２３　あなたは、休日や夜間などの医療機関の診療時間外に急に具合が悪くなったときに相談できる、埼玉

県救急電話相談（♯７１１９）※を知っていますか。（１つに○）
新規

１．知っていて、この１年間に利用したことがある

２．知っているが、この１年間に利用したことはない

３．知らない

※埼玉県では、急な病気やけがの際に、家庭での対処方法や医療機関への受診の必要性について、看護師が電

話で相談に応じる埼玉県救急電話相談を実施しています。

問２４　あなたは、休日や夜間などの医療機関の診療時間外に急に具合が悪くなったときに相談できる、埼玉

県ＡＩ救急相談※を知っていますか。（１つに○）
新規

１．知っていて、この１年間に利用したことがある

２．知っているが、この１年間に利用したことはない

３．知らない

※埼玉県では、上記の救急電話相談に加えて、スマートフォンやパソコンから御利用いただけるＡＩを活用し

た救急相談（埼玉県ＡＩ救急相談）を導入しています。

問２５　あなたは、日曜日・祝日・年末年始に、市内医療機関が当番制で診療を行う、休日当番医制事業※を

知っていますか。（１つに○）
新規

１．知っている　２．知らない

※休日当番医の予定表は、広報川越、川越市公式ホームページに掲載しています。

問２６　あなたは、月曜から土曜の夜間、日曜・祝日・年末年始の昼間・夜間※に診療を行う「川越市医師会

夜間休日診療所」を知っていますか。（１つに○）
修正

１．知っている　２．知らない

※受付時間は令和６年１０月時点のものです。
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問２７　あなたは、日曜日・祝日・年末年始※に緊急に歯科の受診が必要な方の診療を行う「川越市予防歯科

センター」を知っていますか。(１つに〇)
修正

１．知っている　２．知らない

※受付時間は令和６年１０月時点のものです。

問２８　通院できなくなった場合など、医師や看護師などの訪問を受けて、自宅で治療・療養する医療を「在

宅医療」といいますが、あなたは「在宅医療」を知っていましたか。（１つに○）

１．知っている　２．知らない

問２９　医師の指示を受けた看護師が、患者の自宅を訪問して看護することを「訪問看護」といいますが、あ

なたは「訪問看護」を知っていましたか。（１つに○）

１．知っている　２．知らない

Ⅵ　かかりつけ医等についておたずねします

問３０　あなたは、決まって診察を受ける「かかりつけ医」※がいる方はいますか。（１つに〇） 修正

１．いる　⇒【問３１へ】

２．いない　⇒【問３０－１へ】

※かかりつけ医は、健康に関することを何でも相談でき、必要な時は専門の医療機関を紹介してくれる身近に

いて頼りになる医師のこと。

【問３０で、かかりつけ医が「２．いない」と答えた方におたずねします。】

問３０－１　あなたが、「かかりつけ医」を決めていないのはなぜですか。（１つに○）

１．病気をしていないので必要ないから　２．必要なときに適当な医療機関を選ぶから

３．選ぶための情報が不足しているから　４．どのように選んで良いのかわからないから

５．その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

６．特に理由はない

問３１　あなたは、身近で薬や健康のことについて相談できる「かかりつけ薬局（薬剤師）」※がいる方はい

ますか。（１つに〇）

※かかりつけ薬局（薬剤師）は、薬による治療のこと、健康や介護に関することなどに豊富な知識と経験を持

ち、患者や生活者のニーズに沿った相談に応じることができる薬局(薬剤師)のこと。

１．いる　⇒【問３２へ】

２．いない　⇒【問３１－１へ】

【問３１で、かかりつけ薬局（薬剤師）が「２．いない」と答えた方におたずねします。】

問３１－１　あなたが、「かかりつけ薬局（薬剤師）」を決めていないのはなぜですか。（１つに〇）

１．病気をしていないので必要ないから

２．必要なときに適当な薬局を選ぶから

３．選ぶための情報が不足しているから

４．どのように選んで良いのかわからないから

５．その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

６．特に理由はない
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Ⅶ　保健医療行政全般についておたずねします

問３２　保健医療行政全般について、今後力を入れてほしい施策をそれぞれ３つずつ選んで、回答欄に番号を

記入してください。
修正

●番号と施策　（施策の内容）

１　保健衛生施設の機能充実

（保健衛生施設等の整備や、専門職等の資質の向上を図り、適切な事業実施のための体制を確保します。）

２　検査機能の充実

（川越市保健所で実施する食品・水質・感染症等検査体制を確保します。）

３　精神保健対策の推進

（市民のこころの健康づくりを推進します。）

４　感染症予防対策の推進

（市内における、感染症の予防及びまん延を防止します。）

５　食の安全の確保

（食品営業施設等の監視及び指導を行うとともに、食品衛生に関する正しい知識の普及に努めることにより、市民の食の安全・安心を

確保します。）

６　衛生的な住環境の確保

（生活衛生施設の監視・指導を行うとともに、動物愛護・適正飼養の普及・啓発に努め、衛生的な住環境を確保しま

７　予防接種の推進

（市民の健康を保持するため、予防接種を実施し、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防します。）

８　母子保健の充実
（安心して子どもを生み、健やかに育てることができるよう、妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援を行い、妊娠、出産、子育

て期にわたる母子保健の充実を図ります。）

９　健康づくりの支援

（健康への意識や生活習慣の改善を促進し、健康寿命の延伸を図ります。）

１０　食育の推進

（生涯にわたる市民の健康増進と、食に関する感謝の気持ちや豊かな人間性を育むため食育を推進します。）

１１　歯科口腔保健の充実

（生涯を通じた歯科疾患の予防と早期発見、早期治療を促し、全身の健康状態や生活の質の向上を目指します。）

１２　特定健康診査等の実施

（特定健康診査により、主に生活習慣病リスクの早期発見・予防を促進します。また、リスクが高い市民には特定保健指

導等を通して生活習慣の改善・疾病の早期治療を促し、重症化を防ぎます）

１３　がん検診等の実施

（がんの早期発見を図り、早期治療に結びつけるとともに、生活習慣の改善等、予防意識の自覚を促します。）

１４　地域医療の基盤づくり

（地域における医療提供体制の充実を図ります。）

１５　医療の安全確保

（適切な医療を提供できる医療体制を確保します。）

１６　救急医療体制の整備

（傷病の重症度・緊急度に応じた適切な医療を提供できる救急医療体制を確保します。）

１７　災害時医療体制の整備

（災害時に患者の重症度に応じた医療を適切に提供するため、災害時医療体制の整備に努めます。）

１８　障害者医療の充実

（障害のある人が必要な医療を受けられる環境整備の推進を図ります。）

１９　母子医療の充実

（未熟児、身体障害児、特定疾病児童等に対して療養費の給付等を行い、児の健全な育成を支援するなど、母子医療の充実を図りま

す。）

２０　難病対策

（難病療養者等のＱＯＬの向上を図ります。骨髄移植ドナー登録の推進を図ります。）

２１　国民健康保険制度の健全な運営
（医療費適正化に向けた取組及び必要な保健事業の推進を図るとともに、国民健康保険税の適正な賦課に努め、国民健康保険事業の安

定的な運営を図ります。）

２２　後期高齢者医療制度の円滑の運用

（後期高齢者医療制度の安定的かつ健全な運用に努めます。）

・今後、力を入れてほしい施策番号

回答欄（　）（　）（　）



資料３

令和６年度案 備　考

問３３　川越市における医療に関してご意見がございましたら、ご自由にご記入ください。


